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譲渡性貯金規定 

 

（令和２年４月１日現在） 

１．（貯金の支払時期） 

  この貯金は、証書に記載の満期日以後に支払います。 

 

２．（利 息） 

 （１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書に記載の利率（以下、

「約定利率」といいます。）によって計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。ただ

し、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の

利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を「中

間利払日」とし、預入日から中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した

利息（以下、「中間払利息」といいます。）を、中間利払日以後に支払います。なお、中間払

利息を請求する場合には、当組合所定の譲渡性貯金中間利払利息請求書（以下、「中間払利

息請求書」といいます。）に、届出の印章により記名押印して、この証書とともに証書に記

載の取扱店に提出してください。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残額

は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

 （２）この貯金の譲渡があった場合には、この貯金の利息は、最終の譲受人に支払います。ただ

し、中間払利息は、支払請求時の譲受人に支払います。 

 （３）この貯金には、満期日以後は利息を付けません。 

 （４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

３．（譲 渡） 

 （１）この貯金は、利息（未払の中間払利息を含みます。）とともにのみ譲渡することができます。

その元利金の一部を譲渡することはできません。 

 （２）この貯金の譲渡に関する手続は次によるものとします。 

  ① 当組合所定の譲渡通知書に、譲渡人が届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記

名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なく、この証書とともに証書に記載の取扱店に提出

してください。なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの貯金の届

出印鑑とします。 

  ② 当組合は、提出されたこの証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。 

（３）この貯金は、次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、次

の各号の一にでも該当し、この貯金取引を継続することが不適切である場合には、当組合は、

この貯金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。た

だし、貯金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第２号または第３号に該当することを知らなか

ったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、貯金者または譲渡人が次の

各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではあ

りません。 

  ① 貯金者がこの貯金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場

合 

② 貯金者、譲渡人または譲受人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 
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